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運輸安全委員会 が 10月に発足 

    被害者への情報提供に期待します 
国土交通省は、事故調査と被害者支援を充実さ

せるべく、現行の航空・鉄道事故調査委員会と海

難審判庁を統合し、「運輸安全委員会」を 10月に
発足させます。この説明会が 9月 12日、東京で開
催されました。 
今までは、事故を起こした当事者が被害者支援

や救済に当たり、「二次被害」と言われるような多

くの問題が発生し、さらに心のキズを負う被害者

も見られただけに、改善が望まれる分野です。 
原因究明機能の強化 
事故調査体制の充実 
勧告機能の強化 
被害者への情報提供 を設置の効果とし、 
◦原因関係者に直接勧告。 
◦原因関係者に対し、その勧告に基づき講じた措置

につき報告を求める。 
◦原因関係者が正当な理由なくその勧告に係る措

置を講じなかったときは、その旨を公表する。 
ことが可能になりました。 
これまでのように、事故調の職員が毎年のよう

に他へ転勤し、調査の継続性が案ぜられることは

なくなりそうです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは兵庫県警にこれまでなんどか足を運び、厳正な捜査と、捜査内容の説明会を開催

してほしい、とお願いしてきました。９月５～７日、県警が遺族宅を訪問し書類送検の内容を簡単

に説明しましたし、神戸地検は被害者に手紙で意見を問うという「異例の措置」で応えてくれ

ています。こうした警察や検察の対応は全国で初めてとのことで、被害者対策のよい先例にな

ってほしいものです。１０７人もの犠牲者を出しながら、どのようなかたちで責任が問われるの

か。それとも日航機事故のように誰も有罪にならないのか。今後、安全性重視のＪＲ西日本に生

まれ変わるために、検察の動きに注目していきましょう。 

9 月例会のご案内 

9 月 21 日（日) 午後 1時開場 
1 時 15 分～４ 時 30 分 

場所「宝塚ソリオ２ 」４ 階 

      0797-86-4006 阪急宝塚駅すぐ 
小さなお子さんたちの保育室を設置し、ボランテ

ィアの方が例会中の保育を担当します。子どもさん

をお連れの方は、なるべく事前に事務局までご連絡

ください。 
 

今後の予定 
10月例会は19日(日)を予定しておりました

が、この日は神戸地検との面談日となりまし

た。11 月例会は 16 日(日)。場所は三田市郷

の音ホールです。 

分科会は、 

11 月１日(土)13：00～17：00「被害対応」 

阪急宝塚駅前ソリオ 1（３０６号室） 

日航機事故の遺族に来ていただきお話を 

聞きます。 
 

「思いを語る会」は 

9 月 27 日(土)13：00～ 

カウンセリングルーム 

4・25 ネットワーク 
ホームページ http://www.4-25.net/ 
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被害対応の分科会報告 

９月の分科会は、1991 年の信楽高原鉄道事故で

妻を失い、二人の娘さんが重傷を負った吉崎俊三

さんと、姉を奪われた臼井慈華子さんをお招きし

て、当事の状況、鉄道安全推進会議（ＴＡＳＫ）

設立の経緯やご苦労をお伺いしました。 

責任を認めないＪＲ西 

事故当時、吉崎さんの家族は京都駅からＪＲ西

日本発行の切符を買って、ＪＲ西の車両の中で亡

くなったのだから当然ＪＲ西に責任ありと訴えた

のに、ＪＲ西は運転手と車両を貸しただけで、事

故の原因は赤信号を無視して運行した信楽高原鉄

道（ＳＫＲ）にあると一切の責任を認めず、遺体

安置所にはＪＲ西社員は誰もいませんでした。 

滋賀県警の大規模な捜査にもかかわらず、捜査

の内容は表に出してこないし、遺族には何もわか

らない状態でした。42 名が死亡、614 名の重軽傷

者がでた大事故にもかかわらず、運輸省の最終的

な報告書はたった 12 ページでとうてい納得でき

るものではなく大変悔しい思いをされたそうです。 

何かしなければと弁護士にお願いして 13 人の

弁護団を設立し、署名活動、陳情等いろいろ運動

し、説明会も４回開いたがＪＲ西の社長は 1 回も

出てこず､「鉄道事業者として」謝罪する、と弔辞

で述べただけでした。 

検察庁も赤信号で出発したＳＫＲが悪いとＪＲ

西の肩をもつ態度で、検察審査会が不起訴不当と

判断しても、検察は期待に応えてくれなかったし、

遺族は、いつまでもＪＲ西が謝罪しないのが辛か

ったと言われています。 

日米の違いにおどろく 

外国の事故調査はどうなっているのか知りたい

と、吉崎さんや臼井和男さんたちは、弁護団とと

もにアメリカのＮＴＳＢ（国家運輸安全委員会）

を視察に行ったのです。事故からすでに 1 年半近

く経っていたのに、警察も運輸省も事故原因につ

いて何の発表もない状況の日本の遺族を、ＮＴＳ

Ｂは温かく迎え入れ、調査官がかわるがわる捜査

資料を見せてくれたうえ、惜しげもなく大量の資

料を提供され、アメリカの遺族にも会って話を聞

くこともできました。彼らは事故の説明、遺族の

ケアもしてくれるＮＴＳＢに、安心して任せるこ

とができたと話しました。 

日本とアメリカの余りの違いに驚き、帰国後わ

が国にもＮＴＳＢと同様の、独立した鉄道事故調

査機関を設立することの必要性を訴え、臼井さん

はじめ、信楽事故遺族、その他いくつかの事故遺

族らの努力により、アメリカからＮＴＳＢの調査

官２名を招いて、京都で第１回シンポジウムを開

催しました。 

ＴＡＳＫそして航空・鉄道事故調査委員会へ 

1993 年８月、臼井さんを会長とする鉄道安全推

進会議（ＴＡＳＫ）が設立され、その後、ＴＡＳ

Ｋの皆さんの努力と、臼井さんの行政など各方面

への働きかけが実って 2001 年４月、航空・鉄道事

故調査委員会が設立されました。 

その後も、「安全に終わりはない」と、鉄道安

全の推進のために何ができるかを求め続けておら

れた臼井さんでしたが、福知山線列車事故の２ヵ

月前に急逝されました。 

現在、三女の慈華子さんが臼井さんの意志をつ

いでＴＡＳＫの運動に参加されています。彼女は

13 年間事故を受け入れられず、自分の悲しみに耐

えられなくて海外に住んでおられたのですが、日

本に帰ってきてしばらくしてお父さんが亡くなり、

福知山線事故が発生すると、これまで動けなかっ

たことを悔やみ、活動に参加されるようになった

そうです。 

臼井さんはお父さんが求めておられた再発防止

を目指して､「二度と事故を起こさせない、私たち

のように悲しい思いをする人を無くしたい。亡く

なった方々の死を無駄にしないためにも、私たち

の求めていくものは、安全、事故原因の究明、そ

して次の命を守ることなのです。事故を風化させ

ないために、遺族が声を出していかないと何も起

こらない、始まらない。遺族同士の横のつながり、

交流を大事にして結束力を強め諦めずに活動して

いきたい」と訴えられました。 

 

【次回日程】 

11 月１日（土）13：00～17：00 

場所：宝塚国際･文化センター 会議室１ 

 ＊日本航空の遺族をお招きしています。 
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公開質問状に対するＪＲ西日本の回答と説明責任分科会の考察

（その２） 
前号につづき、４・25 ネットワークが今年４月 25 日、事故調の【報告書】に

基づいてＪＲ西日本に提出した「公開質問状」の【質問】、これに対するＪＲ西の

【回答】、およびこの回答に対する説明責任分科会における討議の結果を【考察】

として掲載します。 
なお文中のアンダーラインは編集者が挿入しました。 

 
１－２．Ｐの停車駅通過防止機能等に関する解析について 
１）Ｐ停車ボイス機能について 
【質問】Ｐ停車ボイス機能は、アーバンネットワーク全駅には設置されていないようだが、

その理由は「オオカミ少年的警報」だからなのか。ほかの理由がある場合は、説明

すること。 
【回答】P停車ボイス（第 1ボイス）は、ATS-Pを設置した線区において車両に搭載した ATS-P

の機能を活用したもので、ATS-Pの設置に合わせて整備してまいりました。これに
加え、ATS-Pの未整備区間であっても、P整備車両が多く運用されている線区には、
この装置を導入してまいりました。 

【考察】質問に忠実に答えていない。 
ATS-P設置路線（設置区間）の全駅に設置しているのかいないのか、全駅に設置し
ていないなら、どのような基準で何駅中何駅に設置しているのか。 
ATS-P未整備区間では、どのような基準で何駅に設置しているのか。 

    （注：Ｐ停車ボイスは、停車駅の誤通過を防止するために設置します。） 

 

【質問】「オオカミ少年的警報」という認識は、現場から経営幹部までの共通認識だったのか。 

【回答】Ｐ停車警報(第２ボイス)の導入を検討する段階において、一部の担当者がＰ停車ボ

イス(第１ボイス)のことをいわゆる「オオカミ少年的警報」という表現を使ったの

は事実でありますが、会社としての共通認識ではありません。 

【考察】一部の担当者が「オオカミ少年的警報」という表現を使っていることを上司、役員

が知ったのはいつか。また、「オオカミ少年的警報」と知った上司、役員はどのよう

な対処をしたか。 

 共通認識ではないとは言葉としての認識なのか、オオカミ少年のように信憑性が

ないと認識していたのかよくわからない。 

 

２）第１ボイスおよび、第２ボイスについて 

【報告書】『停車駅接近時の速度が所定停止位置に停止するには高過ぎるときに、「停車、停

車」という男性の声及び機械的な警報音（連続音。ただし、Ｐ曲線速照等のものと

は異なる。）（第２ボイス）が繰り返し発せられる。（ブレーキは自動的には作動しな

い。また、第２ボイス発生後直ちに非常Ｂを使用しても、所定停止位置までに停止

できるとは限らない。）』(2.13.2) 
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 『なお、2.7.3.2 に記述した本件基準運転表に記載されたブレーキ初速１０５km/h

で走行している場合、第１ボイス開始と同時にＢハンドルを操作するとして同様に

試算すると、Ｂ５（回生なし）の実測値とほぼ同じ毎秒２.５km/h では所定停止位

置までに停止するが、設定基準値では行き過ぎるという結果となる。また、この場

合、第１ボイス終了と同時にＢハンドルを操作するとして同様に試算すると回生あ

りの実測値でも所定停止位置を行き過ぎるおそれがある。』(2.13.3.3) 

 

【質問】なぜ停車位置を過ぎる位置に設置されているのか説明すること。 

【回答】Ｐ停車ボイス(第１ボイス)は、「停車を失念していた運転士に停車を知らせる」こと

を目的として設置しています。基準運転表どおりの運転をしている場合のブレーキ

操作に対して設置しており、第 1 ボイス鳴動に気付いて速やかにブレーキを扱うこ

とを期待したものです。この場合、所定停止位置までに停止できますが、ボイス鳴

動終了後にブレーキを扱った場合には所定停止位置を行き過ぎるおそれがあります。 

 Ｐ停車警報(第２ボイス)は、列車が停車駅接近時に速度が高すぎた場合に、この

ことを運転士に知らせるために設置しているものであり、所定の停止位置に停車す

る場合には鳴動することがないように設定していることから、警報鳴動後にブレー

キを扱った場合に所定停止位置を越えた位置に停止することもあります。 

【考察】【質問】「なぜ停車位置を過ぎる位置に設置されているのか･･･」（【報告書】「･･･設定

基準値では行き過ぎる。･･･」）に対する答えが無い。 

 『Ｐ停車ボイス(第 1 ボイス)は、「停車を失念･･･』とあるが、停車を失念するこ

とを想定するなら、全駅にＰ停車ボイスを設置すべきである（昨今のオーバーラン

状況を見る限り、全駅には設置されていないと思われる）。 

 『Ｐ停車警報(第２ボイス)は、列車が停車駅接近時に速度が高すぎた場合に･･･』

とあるが、ここではブレーキ操作の遅れによる所定速度オーバーを想定している。

なぜ『曲線進入時、ブレーキ操作の遅れによる制限速度オーバー』することは想定

しなかったのか。これらは矛盾していると言わざるを得ない。 

     福知山線は、平成 14 年３月にＰ停車ボイス機能が、平成 14 年 12 月にＰ停車警報

機能の運用が開始されている。Ｐ停車ボイス設置後もダイヤは短縮されている。ダ

イヤ（速度）に合わせてＰ停車ボイスの設置位置が、事故報告書で指摘された「基

準運転表」と同様に修正されていないのではないか。 

 

【質問】設置されたＰ停車ボイス機能を利用して注意を促しているが、本来の速度照査機能

を利用して速度制御をなぜ行わないのか説明すること。 

【回答】ＡＴＳ－Ｐの場合、速度照査機能を利用した速度制御を行っています。しかしなが

ら、拠点Ｐ線区における閉そく信号機にはＰを設置していないことから、このよう

な機能もありません。 

【考察】『拠点Ｐ線区における閉そく信号機にはＰを設置していない』は、設置する必要がな

いから設置していないのか、設置すべきなのに設置していないのか。その理由は？ 

 拠点Ｐ方式はＪＲ西日本が、危険度の高いとした信号機（駅に進入する際の場内

信号や駅の出発信号等）のみＡＴＳ－Ｐを設置しているが、駅間の途中の信号機（閉
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塞信号）には速度照査機能を利用したＡＴＳ－Ｐは設置されていない。伊丹駅は側

線や分岐機のない駅で、閉そく信号機の間にある駅となっているためＡＴＳ－Ｐは

設置されていない。ＡＴＳ－Ｐは速度照査機能を利用し、信号機までの距離や勾配

等を地上子から電車の車上子に伝え、車上子側で速度制御を行っている。Ｐ停車ボ

イス機能や曲線での速度照査は信号機と連動していない。 

 

【報告書】『第１ボイスおよび、第２ボイスはＰの速度照査機能を利用して注意を促している

と思われるが、Ｐの速度照査機能を利用し、停車駅接近時の速度が所定停止位置に

停止するには高過ぎるときにのみ警報を表示し、必要な場合には自動的にブレーキ

を作動させるものが望ましい。』（3.2) 

 

【質問】福知山線はＡＴＳ－Ｐが設置されていないのに、Ｐ停車ボイス用ＡＴＳ-Ｐの設置を

優先している。乗務員からの要求で停車ボイスを設置したのか。それとも乗務員の

ミスをハードによって軽減させようとしたのか。設置に至った理由は何か説明をす

ること。 

【回答】ＡＴＳ－Ｐの地上設備を整備していなくともＰ搭載車両が多く運用されている線区

については、Ｐ停車ボイスを設置しておりました。福知山線でも尼崎～新三田間に

設置しておりました。 

【考察】「設置に至った理由」の質問に忠実に答えていない。 

     平成 10 年中長期設備投資計画で、新三田－尼崎間のＡＴＳ－Ｐ設置を平成 15・

16 年に計画し、その間に数回のダイヤ短縮が行なわれている。しかし、駅での誤通

過を防止するためのＰ停車ボイスの設置を優先した。その理由が不明。 

 

１－３．(3.3.1.1)回生Ｂ作動時の減速度等について 

１）担当者らの口述 

【報告書】ＪＲ西日本は『実測値が設定基準値を上回れば可とするのではなく、運転士が回

生Ｂ作動の有無に注意を払わずに済むよう、Ｂハンドルの位置が同じならば回生Ｂ

作動の有無にかかわらず、ほぼ同じ減速度が得られるようにするべきである』

(3.3.1.1)とある一方、207＋系電車の０番代導入時のブレーキ試験担当者は『減速

度の実測値が設定基準値を上回れば可としていた』（3.3.1.1）と口述。同様に、車

両部のマネージャーも『非常Ｂ及び最大Ｂの減速度について実測値が設定基準値を

上回れば可としていた』(3.3.1.1)と口述。 

 

【質問】担当者、マネージャーの認識不足が生じた理由を、指導体制等の問題点に触れなが

ら検証し、説明すること。 

【回答】当時は、「非常制動による列車の制動距離は、600 メートル以下としなければならな

い」と定められた法令を踏まえ「減速度の実測値が設定基準値を下回ることは許さ

れないが、実測値が設定基準値を上回れば可とする」と判断しておりました。これ

は、国鉄時代と同様の考え方でありました。 

 そのためご指摘いただいたような考えを持っておりませんでした。 
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 なお、事故調査委員会からのご指摘を受けて、まず 207 系について、ブレーキ減

速度の調整を進め、207 系 0 代、1000 代、2000 代、及び 321 系のブレーキ性能を同

程度にし、回生ブレーキ作動の有無による減速度の差を小さくするよう取り組みを

進めています。その他の新型車両および旧型車両についても順次現状の把握を行い

ながら、その結果を踏まえてできるだけ早期に最高速度が同一の車種毎においてブ

レーキ性能が同程度となるよう減速度の調整を進めてまいります。 

【考察】「問題」と思って来なかったことが、問題ではないか。 

 

１－４．(3.3.1.2)設定基準値よりも大きい回生Ｂの減速度がＰ曲線速照機能に与える影響に

ついて 

１）Ｐ曲線速照機能に係る速度制限情報の誤り（2.13.8.9） 

【報告書】報告書は『事故当日現在Ｐ曲線速照機能は曲線 94 ヵ所について設けられ、そのう

ち 68 ヵ所について、Ｐ地上子から送信される速度制限情報のデータに誤りがあっ

た』とし、『具体的には、速度制限区間（曲線）入口までの距離、速度制限区間（曲

線）長又は制限速度に対応するデータ《略》、東西線の下り６ヵ所および上り７ヵ所

全てについて、4469Ｍ等 207 系電車で組成された列車等に係る「指定速度」（2.10.1.3

参照）が５km/h であるにもかかわらず、その設定値が０km/h とされているなどの誤

り』と指摘している。 

 また、大阪信号通信区の工事担当助役は、「指定する速度」を入力することを知ら

なかった、と発言している。ＪＲ西日本においても、『Ｐ曲線速照機能に係る速度制

限情報の誤りがあることは、本事故後に初めて知ったとしている』。 

 

【質問】なぜ上記４点の誤りが生じたのか。Ｐ曲線速照機能の運用・管理体制に即して一点

ずつ検証し、説明すること。 

【回答】ＡＴＳ地上子データの設定誤りについては、主として部門間連携のあり方や技術力

不足に起因するものでした。 

 ＡＴＳ－Ｐの設計に当たっては、複数の部門間で関係する車両や設備に関する基

礎データの授受を行い、それに基づいた地上子データの作成が必要となります。こ

の部門間での基礎データのやり取りが的確に行なわれなかったことから、設定デー

タに誤りが発生しました。 

 この事象を安全に係わる重大な警鐘と受け止め、部外の専門家の方を交えた「保

安設備検討委員会」を設置し、原因の分析と対策の検討を行いました。この委員会

の検討を踏まえ、ＡＴＳ整備に関する手順を明確に、関係部門間連携ミスによる齟

齬を防止する仕組みを構築し、「ＡＴＳ設計時のデータ取扱手引」として制定しまし

た。この手引に基づいて厳正に業務を推進することにより、ミスの再発防止に努め

ております。 

 工事を進める段階において、現場において工事設計や工事監督を行う担当者に対

して、ＡＴＳ－Ｐの工事経験者が指導していましたが、その内容が不十分であった
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と反省しています。 

 これまで分散配置となっていた専門技術を有する技術者を19年７月に設置した大

阪電気工事事務所に集中配置することにより、ＡＴＳをはじめとする鉄道電気の固

有技術を維持・管理していく体制を構築し、業務品質の向上と人材育成に努めてま

いります。 

 また、工事完成時の機能確認では設定データが設計どおりであること、設置後の

定期検査では設定データの送信ができることの確認は行っていましたが、データそ

のものの正誤を確認することは行っていませんでした。このため、設定データに誤

りがあることに気付くことができませんでした。 

 さまざまな機能確認を行う場面で、設定データの確認が行えるよう帳票の見直し

や検査データの出力様式の変更を行うなど、データ誤りを発見できる仕組みとしま

した。 

 また、運転状況記録装置を活用してデータ管理を厳正に行ってまいります。 

【考察】『主として部門間連携のあり方や技術力不足に起因する』『その内容が不十分であっ

たと反省』『データそのものの正誤を確認することは行っていませんでした』これら

について、教育の問題、マネジメントの問題等、何が悪くてこのような状態になっ

ていたのか、具体的な回答がない。 

対策の内容で、万全なのか。 

このような分析ができているか。 
 

【質問】上記四点について、責任部署、役職を明らかにすること。 

【回答】今回の設定誤りについては主として部門間連携のあり方や技術力不足に起因するも

のですが、地上子データを作成するための基礎データの管理は、本社車両部、支社

輸送課、施設課、電気課です。 

【考察】まとめ役の責任部署はどこか。責任者は誰か。 

 

4・25ネットワークの３年４か月 

（例会で出た意見を集めました。） 
これまで４・25 ネットワークが活動してきた足跡を振り返ってみますと、数多くのことに

取り組んできているし、その成果は大きいと言えます。 

 

・ ニュースレターは 2005 年５月 12 日に第１号が発行され、この 44 号まで続いています。

遺族・被害者の貴重な情報交換のツールになっていますし、相互のつながりの基礎になっ

ています。 

・ 例会は 2005 年６月 25 日に第１回が開催され、現在まで 37 回開催しています。例会を中

心に、世話人会、説明責任分科会、役員人事分科会、２次被害分科会などの活動や、思い

を語る会、乗車位置問題の取り組みなどが生まれています。いまでは、どれも欠かせない、

大切な、そして楽しい集まりです。 
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・ 国交省の事故調査委員会には、遺族への説明を求める要望書、遺族の意見を聴取すべき要

望、徹底した原因と理由の究明などを求めてきましたが、これまでの同委員会の活動と比

較すると、明らかに調査の取り組みへの姿勢が違っていて、これは私たちの声が反映され

たものと見て良いのではないでしょうか。2007 年２月１日の意見聴取会で、遺族・負傷

者の意見陳述が実現したのは画期的でしたし、その意見が最終報告書にも生きています。

このたびの運輸安全委員会の発足のように、国交省が被害者支援を拡充する動きをみせて

いるのもうれしいことです。 

・ 刑事責任について、兵庫県警に出向き、４・25 ネットワークの数度に及ぶ要望を届け、

捜査に有益な資料提供等ができました。書類送検を前にして 2008 年９月、兵庫県警は遺

族宅を説明のため訪問するという前例のないことを実施しましたし、神戸地検もこのたび、

被害者の意見を聞く姿勢をとっています。 

・ ＪＲの人事問題について、天下り役員の一連の退任につながったのは、４・25 ネットワ

ークの粘り強い責任追及の活動があったからで、これは間違いない事実です。被害者の率

直な思いと、ＪＲ西の非常識さを訴える素朴な感覚が結実したと思います。 

・ 説明責任分科会の調査は、ＪＲに提出した公開質問状という形でその成果を形にすること

ができています。その内容は、かなり広く、かつ深く事故原因について考察した内容で、

ＪＲ西から得られた回答を見る限り、これまでの説明会では言われなかった、ＪＲ西が抱

えている内外の問題点が浮き彫りになりました。今後も追及は続きますが、４・25 ネッ

トの活動で目に見える成果であったと言えます。 

・ 犠牲者の乗車位置調査の取り組みは、最愛の家族の最期の状況を知りたいという切実な思

いから始まった活動でしたが、不明だった事実（乗車位置等）の多くが明らかとなり、前

例のないとても有意義な取り組みでありましたし、遺族・負傷者・救助者とのつながりの

基礎にもなりました。 

・ 二次被害ＪＲ対応分科会の取り組みは、2006 年末ころから始まりましたが、当時、かな

りひどかった担当者らによる二次被害について、警鐘を鳴らした結果、一定の改善は見ら

れたと言えます。 

・ 思いを語る会については、４・25 ネットワークの「独りで悩んでいるより、同じ苦しみ

の中にいる人たちと心の手をつなごう」という目的に沿った取り組みと言えますし、心の

和みの場として毎回たのしく続いています。こういう場が形づくられていることはとても

重要なことです。 

・ 示談交渉がほとんど進んでいないのも，４・25 ネットで相互につながりあい支え合って

いることのあらわれと見ることができます。たとえば御巣鷹山の日航機事故では３年目に

は遺族の６割超が示談を済ませ、裁判も数件起きていました。早く示談を済ませたいＪＲ

としては，このような結果は予想外だったでしょう。遺族どうしが相互連携し、情報交換

することで不安や苦しみが少しでも和らぐからこそだと思います。 

・ １～３年目、４月 25 日に尼崎市で「追悼と安全のつどい」を、2007 年２月にはフォーラ

ムを開催し、多数の参加者を集めました。遺族・負傷者・家族が心のうちを率直に伝える

場を設定できました。社会的にも大きな意味があったと思います。 


